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新型コロナウイルス感染拡大防止に

向けた職場における対応 

新型コロナウイルス感染症の大規模な感染

の拡大防止に向けて、厚生労働省から労使団体

に向けた要請が出されました（「新型コロナウ

イルス感染症の大規模な感染拡大防止に向け

た職場における対応について（要請）」令和２

年３月 31日）。以下に、その内容を紹介しま

す。また、これには「職場における新型コロナ

ウイルス感染症の拡大を防止するためのチェ

ックリスト」が参考資料として添付されていま

すので、ぜひ活用するとよいでしょう。 

◆職場内での感染防止行動の徹底 

感染拡大防止には、換気の悪い密閉空間、多

くの人が密集、近距離での会話の３つの条件が

同時に重なる場を避けることが重要であり、職

場においては次の対策が求められます。 

・換気の徹底等……職場の建物の窓が開閉可能

な場合は、１時間に２回程度、窓を全開して

換気を行うこと。 

・接触感染の防止……電話、パソコン、フリー

アドレスのデスク等については複数人での

共用をできる限り回避すること。物品・機器

等について、こまめに消毒を実施すること。 

・飛沫感染の防止……テレビ会議、電話、電子

メール等の活用により、人が集まる形での会

議等をできる限り回避すること。社員食堂で

の感染防止のため、座席数を減らす、昼

休み等の休憩時間に幅を持たせて利用者の

集中を避ける等の措置を講じること。疲労の

蓄積（易感染性）につながるおそれがある長

時間の時間外労働等を避けること。 

 

 

在宅勤務の長期化に備えて情報発信も

必要 

◆在宅勤務に関する意識調査 

BIGLOBE が３月に行った「在宅勤務に関する意

識調査」によると、新型コロナ拡大防止のための

外出自粛は、「４月までが妥当」と考えている方

が多いようです。 

ただ、事態の収束については、誰にも予想は難

しく、在宅勤務が長期化した場合のことも想定し

ておく必要があります。在宅勤務を行う上で、難

しい・ストレスに感じるものとして、同調査では、

集中力が続かない、家を出なくなってストレスが

たまる、上司や部下に気軽に相談や雑談ができな

いといった回答があります。 

◆情報発信も必要 

在宅で仕事をしていると、ともすると堕落して

しまう傾向があります。また、外出自粛要請の影

響もあり、ストレスもたまります。 

業務に関することについては、仕事上のことと

して対処しやすいとは思いますが、社員の健康確

保のためのアドバイスを会社から発信すること

も、在宅勤務の長期化に伴って必要となってくる

可能性があります。 

大きな災害時における被災者の心理的反応とし

て、初期の頃は災害後の生活に適応したかに見え

るハネムーン期（積極的・発揚的な時期）があり、

それを過ぎると、だんだんと幻滅期（消極的・抑

うつ的な時期）がやってくるとされています。 

◆社員の健康を見直すチャンス 

今回のコロナ禍も災害としてとらえれば、長期化

した場合を想定して、「閉じこもり生活のアドバ

イス、宇宙飛行士から潜水艦艦長まで 新型コロナ

対策」 

 

（ https://www.afpbb.com/articles/

-/3275588）といった記事を紹介したり、

室内でできる運動を紹介するといった

ことも考えられるでしょう。そこから何

か仕事上のアイデアが生まれるかもし

れません。また、職場の健康診断で生活

習慣病の恐れを指摘されている方は、自

身の健康を見直す機会になるでしょう。 

https://www.biglobe.co.jp/pressroom

/info/2020/03/200326-1 

5月の税務と労務の手続期限 

［提出先・納付先］ 

11 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額

の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提

出＜前月以降に採用した労働者が

いる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

15 日 

○ 特別農業所得者の承認申請［税務

署］ 

6 月 1 日 

○ 軽自動車税の納付［市区町村］ 

○ 自動車税の納付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出

［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器

使用状況報告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の

被保険者でない場合）＜雇入れ・離

職の翌月末日＞ 

○ ［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出額の納付

［税務署］ 

 

 

 （い い 労 務） 

・通勤・外勤に関する感染防止行動の徹底……出

社・帰宅時、飲食前の手洗いや手指のアルコール

消毒を徹底すること。時差通勤のほか、可能な場

合には自転車通勤、徒歩通勤など公共機関を利用

しない方法の積極的な活用を図ること。 

・職場や通勤・外勤での感染防止のための在宅勤

務・テレワークを活用すること。 

◆風邪症状を呈する社員への対応 

発熱、咳などの風邪症状がみられる社員（風邪の

症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続いている場

合など）については、新型コロナウイルスに感染し

ている可能性を考えた労務管理をすることとし、具

体的には、出勤免除（テレワークの指示を含む）を

実施するとともに、その間の外出自粛を勧奨するな

ど、「出勤しない・させない」の徹底を全員に求め

ること。 

特に、高齢者や、基礎疾患がある方、免疫抑制状

態にある方、妊娠している方についての配慮が求め

られます。 

◆新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発

生した場合の対応 

社員が陽性者等であると判明した場合、速やかに

会社へ電話・メール等により報告すること（報告先

の部署・担当者、報告のあった情報を取り扱う担当

者の範囲等）、社員が陽性者等になったことをもっ

て、解雇その他の不利益な取扱いや差別等を受ける

ことはないこと、必要に応じ、休業や賃金の取扱い

などに関することなどについての対応ルール等を

決め、社員に周知します。 

【厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の大規模

な感染拡大防止に向けた職場における対応につい

て労使団体に要請しました」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10631.html 
 


